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1. 業務名
河内長野駅周辺地区エリアプラットフォーム構築支援業務

2. 業務の目的
河内長野駅周辺地区は、商業集積がある一方で、中心市街地としての求心力が低下し、商店街や商業ビルの空洞化や老朽化が進行している。こうした状況を踏まえ、本事業では、地域の多様な主体が連携し、持続的なまちの再生を推進するための「エリアプラットフォーム」の構築を支援する。
エリアプラットフォーム会議では、河内長野駅周辺エリアが抱える課題や将来像について構成員が共有し、課題解決に向けた具体的なアイデアや取組方針を協議・検討することで、地域全体でまちの再生を進めていくことを目指す。
あわせて、これらの議論を次年度以降に策定する未来ビジョンへとつなげるため、他都市にはない独自性のある創造的な将来のエリア像や方向性についても段階的に整理していく。
さらに、長野商店街西商栄通りのにぎわい創出に向けて、空き店舗や未活用資源を活かした提案を行うとともに、市外からも人が訪れるような魅力的なエリアとなるよう、地域の文化的・芸術的アイデンティティを反映した空間デザインの作成を行い、エリアプラットフォーム内で方向性を共有し、合意形成を図っていく。
あわせて、ノバティながの北館の長期修繕計画について、専門的知識を有する第三者がその妥当性を検証し、結果を報告書として取りまとめる。また、管理運営に係る維持管理費等についても、現行水準の妥当性を検証したうえで、効率化やコスト縮減の可能性を整理し、これらの内容を床所有者へ共有していく。

3. 業務期間
契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで

4. 業務対象地域
本業務では、河内長野駅周辺を対象とした約４０ha（下図の破線（赤色）で囲まれた地域）とするが、本業務においてヒアリングを行う関係者の意向や地域活動等を踏まえ、エリアの拡大や縮小について柔軟に対応する。
なお、黄色の線で囲まれた河内長野駅前エリアについては、最重要エリアとして特に重点的に議論を進める。
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5．業務体制
　 受託者は、本業務に必要な人員を配置し、業務責任者を定めること。
　 業務責任者は、各業務の適正な執行を管理し、事業提案の達成水準を確保するとともに、地元関係者、団体、民間事業者等との関係を構築し、事業全体を円滑に進める役割を担うものとする。また、地域がこれまで積み重ねてきた取り組みや経緯を十分に理解し、信頼関係の構築に努めるものとする。
さらに、必要に応じて都市計画、建築、商業活性化、デザイン、合意形成などの専門性を有する担当者を配置し、業務内容に応じた適切な体制を整える。

6．業務内容
本業務の内容は、次の（1）〜（8）のとおりとする。
なお、下記（2）エリアプラットフォームの構築支援、(3)エリアプラットフォーム会議の実施、(4)エリア可能性調査、(5) エリアプラットフォーム合意形成に向けた検討・資料作成については国費事業とし、 (6)商店街にぎわい創出に向けた提案、(7）ノバティながの北館再編に向けた合意形成の取組み、については市費事業とする。

(1) 業務計画書の作成
市との協議を踏まえて、上記業務内容を実施するための業務計画書（業務日程表含む）を作成する。業務計画書は国費事業と市費事業と区分して作成し、提出すること。

(2) エリアプラットフォームの構築支援　
（ア）エリアプラットフォーム検討会議の設置及び実施
 　 　市が提示した商店街関係者、民間事業者、団体等で構成されるエリアプラットフォーム検討会議を設置する。会議では、対象エリアの特性や関係者の意向等を踏まえ、望ましいプラットフォームのあり方や組成へのステップ、運営方法等について協議する。  
エリアプラットフォームの規約（案）及び構成員名簿は事務局である市の担当課で作成し、関係者の了承を得て確定する。
なお、会議室については市所有の施設又はそれに類する施設を使用し、費用の節減に努めること。

(3)エリアプラットフォーム会議の実施
エリアプラットフォーム構築後は、構成員によるエリアプラットフォーム会議を月１回程度開催し、河内長野駅周辺地区における地域課題（高野街道沿い古民家やノバティながの第2平面駐車場、西條薬局跡地、ノバティながの北館・南館、長野商店街西商栄通り等）の整理、具体的な取組案の検討等を行い、また、長野商店街西商栄通りの空間デザインの方向性についてもエリアプラットフォームで議論し、構成員が意見を出し合いながら合意形成を図っていく。
　　　また、学識経験者及び専門人材等に対する謝金については、希望する者がいる場合、委託者と協議の上、委託費から支払うものとする。

(4)エリア可能性調査 
それぞれの空間資源が持つ潜在価値（活用可能性）を評価し、「どう活用すればにぎ
わいが生まれるか」を具体的に検証できる材料を整備する。
・空間資源の現況調査（ノバティながの（北館・南館）・長野商店街西商栄通り）
・利用実態・人流データ分析（にぎわいの現状）
・活用可能性評価（用途・収益性）

 (5) エリアプラットフォーム合意形成に向けた検討・資料作成
　　　 受託者は以下の資料を作成するものとする。
（1） 河内長野駅周辺地区における課題の整理に資するパース図
（2） エリアプラットフォームの方向性を共有するための簡易コンセプト図
上記のほか、本業務の遂行に必要な資料については、適宜作成するものとする。

　 (6) 商店街にぎわい創出に向けた提案（にぎわいプラ座含む）
　 　  長野商店街西商栄通りにおいて、空き店舗の増加や来訪者の減少などにより、にぎわいが低下している現状を踏まえ、商店街の活性化の可能性を検証し、持続的なにぎわい創出に向けた方策を整理することを目的とする。
（1） 商店街の現状把握と課題整理
（2） にぎわい創出に向けた方向性の整理
（3） 長野商店街西商栄通りの空間デザイン作成
長野商店街西商栄通りをひとつのエリアとして捉え、契約期間内において市と緊密に・調整を行いながら、共に未来のまちづくりを創り上げる“共創型パートナー”として、空間デザイン（平面図、イメージパース図）を作成し、市民のみならず市外からも人々が訪れるような魅力を備え、エリア全体の価値向上に寄与する利活用・整備の提案を行うこと。
また、商店街内にある市民交流の拠点施設であるにぎわいプラ座についても利活
用の促進及び魅力向上を目的としたリノベーション案を作成すること。
デザインに基づくハード整備をするにあたっての概算事業費算定書も併せて提出することとし、上記のほか、本業務の遂行に必要な資料については、適宜作成するものとする。

(7) ノバティながの北館再編に向けた合意形成の取組み
　 （ア）長期修繕計画の確認・評価
ノバティながの北館の長期修繕計画の確認・評価にあたっては、建築又は建築設備に関する専門的知識及び実務経験を有する者を配置すること。
当該専門人材は、必要に応じて一級建築士、建築設備士、マンション管理士その他本業務に必要な資格又は同等の経験を有する者とする。
また、対象計画の作成者、現管理業務受託者等との利害関係の有無を明らかにすること。
（イ）ノバティながの北館の管理に関する提案
ノバティながの北館の管理運営に係る費用（維持管理費等）について、現行水準の妥当性を検証するとともに、効率化やコスト縮減の可能性について提案すること。その結果を踏まえ、管理方式の見直し、業務内容の最適化、コスト削減等に関する改善提案を取りまとめること。
上記（ア）、（イ）について取りまとめた報告書等（ノバティながの北館長期修繕計画評価報告書、ノバティながの北館の管理に関する提案書）をノバティながの北館床所有者に対して共有すること。

(8)実績報告書の作成
(1)〜(7)に関する本業務の実施内容、データ分析結果等を取りまとめた報告書を作成する。なお、報告書は国費事業と市費事業と区分して作成し、提出すること。
＜国費事業＞
エリアプラットフォームの構築支援に伴う関係者へのヒアリング記録、会議録
エリア可能性調査報告書
エリア課題の整理に資するパース図
エリアプラットフォーム簡易コンセプト図
打ち合わせ記録等

＜市費事業＞
商店街にぎわい創出に向けた提案書
長野商店街西商栄通りの空間デザイン（概算事業費算定書を含む）
　　　ノバティながの北館長期修繕計画評価報告書
ノバティながの北館の管理に関する提案書
　　　打ち合わせ記録等
上記のほか、本業務の遂行に必要な資料については、適宜作成するものとする。

7. 安全管理・損害賠償
受託者は、業務遂行中に事故が生じた場合の責任を負い、第三者に損害を与えた場合は受託者の責任において処理すること。

8. 成果品
(1） 業務計画書（業務日程表を含む。）
(2） 実績報告書
（3）上記を記録した電子データ（CD-R等）
なお、受託者によって本市に納品された成果品は、今後、受託者に確認することなく本市及び本市が認める団体が主催して行う事業に活用することができることとし、成果物は、本市が自由に二次使用（再編集を含む印刷物の制作等）できるものとする。

9．打合せ等
(1） 委託者と受託者は業務を適正に遂行するため、適宜、打合せ・進捗報告を行うものとする。
(2） 仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ決定する。

10.　その他
(1) 受託者は本業務に関する個人情報その他の機密を守り、外部に漏らしてはならない。
(2) 本業務の過程で知り得た情報や成果物を、本業務以外で使用してはならない。
(3) 本業務は国費補助事業であるため、国の委託事業事務処理マニュアル等を参考の上、適切に事務処理すること。
(4) 市は、本業務の遂行に必要と認める範囲で、市が保有する関連データ（商店街アンケート調査結果、ノバティフロア図面等）を受託者に提供するものとする。ただし、個人情報その他提供が適当でないと判断される情報については、この限りではない。
(5)  受託者は、本業務の一部を第三者に再委託し、又は協力者を活用しようとする場合は、あらかじめ本市の承認を得るものとする。
この場合においても、受託者は本業務に関する一切の責任を負うものとし、本業務の主たる部分を一括して再委託してはならない。
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